
 資料３－２ 槇島地区のりあい交通(素案) 

●この（素案）は、地元説明会等の意見を基に作成したもの（平成 27年 10月現在）で、今後の

地元協議や関係機関協議等により、見直す場合があります。 

●運行ルート中の名称は、通過地点を示したもので、停留所の詳細な位置は、これから決めてい

きます。ダイヤについても修正する予定です。 


